
◆企業におけるハラスメン

トの発生状況 

「過去３年間にハラスメン

トの相談があった」と回答した

企業について、ハラスメントの

種類別割合を見ると、高い順に

パワハラ（64.2％）、セクハラ

（39.5％）、顧客等からの著し

い迷惑行為（27.9％）となりま

した。また、各ハラスメントの

相談件数の推移については、

「件数は変わらない」の割合が

最も高く、セクハラのみ「減少

している」が最も高くなりまし

た。なお、「顧客等からの著し

い迷惑行為」については、「件

数が増加している」の割合のほ

うが「件数は減少している」よ

り高くなっています。 

  

◆労働者におけるハラスメ

ント被害を受けた経験 

過去３年間に勤務先でパワ

ハラ、セクハラ、顧客等からの

著しい迷惑行為を受けた割合

は、それぞれ 19.3％、6.3％、

10.8％でした。また、パワハ

ラ、セクハラを受けた後の行動

としては、「何もしなかった」

が最も多く、顧客等からの著し

い迷惑行為については「社内の

上司に相談した」が最も多くな

りました。 

その他、調査結果の詳細は以

下のホームページをご覧くだ

さい。 
【厚生労働省「職場のハラスメントに関

する実態調査報告書」（令和５年度厚生労

働省委託事業）】 

https://www.mhlw.go.jp/content/

11910000/001256082.pdf 

 

 

７月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 

１０日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定

基礎届の提出期限［年金事

務所または健保組合］＜７

月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額

の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出［公共職業安定

所］＜前月以降に採用した

労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算

保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労

働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第１期分＞［郵便局または

銀行］ 

１６日 

○ 所得税予定納税額の減額

承認申請＜６月 30 日の

現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報

告書の提出［公共職業安定

所］ 

 

３１日 

○ 所得税予定納税額の納付

＜第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

［労働基準監督署］＜休業

４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞［公共職業安定

所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の

納付＜第 2 期＞［郵便局

または銀行］ 

※都・市町村によっては 

異なる月の場合がある 

・情報通信業、宿泊・飲食

業、金融・保険・不動産業

で「前向きな賃上げ」が５

割超に達する一方、運輸業

では「防衛的な賃上げ」が

7 割超（72.2％）と業種に

より差。 

 

◆正社員の賃上げ 

・正社員の賃上げは、【全体】

賃上げ額（月給）9,662

円、賃上げ率 3.62%（加

重平均）。【20 人以下】賃

上げ額（月給）8,801 円、

賃上げ率 3.34%（加重平

均）。 

・業種別では、その他サービ

ス業、小売業で４％台と高

く、運輸業、医療・介護・

看護業は２％台にとどま

る。 

 

◆パート・アルバイト等の

賃上げ 

・パート・アルバイト等の賃

上げは、【全体】賃上げ額

（時給）37.6 円、賃上げ

率 3.43%（加重平均）。

【20 人以下】賃上げ額

（時給）43.3 円、賃上げ

率 3.88%（加重平均）。 

・業種別では、医療・介護・

看護業、運輸業で４％台後

半と高い賃上げ率。 

 

正社員の賃上げ率 3.62％

は高い数字であり、日本商工

会議所は中小企業に賃上げの

動きが広がっていると分析し

ていますが、報道では大企業

との差はなお大きいとの声も

あります。 
【日本商工会議所「中小企業の賃金改

定に関する調査」の集計結果について】 

https://www.jcci.or.jp/news/resea

rch/2024/0605110001.html 

 

 

「職場のハラスメントに関す

る実態調査」報告書が公表

されました 

 

厚生労働省が、「職場のハラ

スメントに関する実態調査」

の報告書を公表しました。前

回調査から３年が経過し、ハ

ラスメントに係る状況にも変

化があると考えられることか

ら、ハラスメントの発生状況

や企業の対策の進捗、労働者

の意識等を把握し、今後の諸

施策に反映させることを目的

に実施したものです。 

中 小 企 業 の 賃 上 げ 率

3.62％～日商調査より 

 

 日本商工会議所から、

2024 年４月時点の中小企業

の賃上げ状況に関する調査が

発表されました。ポイントは

次のとおりです。 

 

◆2024 年度の賃上げ 

・2024 年度に「賃上げを実

施予定」とする企業は

74.3%と７割を超え、１

月調査から 13.0 ポイント

増。うち「防衛的な賃上

げ」は 59.1％と依然６割

近く。 

・従業員数 20 人以下の企業

では、「賃上げを実施予

定」は 63.3％。うち「防

衛的な賃上げ」は

64.1％。規模の小さな事

業所では賃上げの動きがや

や鈍く、厳しい状況。 

・「賃上げを実施予定」とす

る企業は、卸売業、製造業

で８割超え。 最も低い医

療・介護・看護業で５割強

（52.5%）と全業種で半

数以上が賃上げ。 
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